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介護情報利活用ワーキンググループの検討状況について
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第１回（令和４年９月12日）介護情報の利活用

第２回（令和４年11月７日）利用者、介護事業者が必要な情報

の選定、記録方法の標準化

第３回（令和５年１月25日）共有すべき介護情報にかかる検討

第４回（令和５年２月27日）介護情報の共有に係る同意、個人

情報保護

第５回（令和５年４月５日）医療・介護間で共有する介護情報、

安全管理措置

第６回（令和５年６月２日）科学的介護等の推進（二次利用）に

係る取組

第７回（令和５年６月26日）医療・介護間で共有する情報の範囲

第８回（令和６年２月５日）今後の検討事項

第９回（令和６年３月14日）中間とりまとめ（案）

介護情報利活用ワーキンググループ

１．趣旨・主な検討事項

２．構成員 ３．開催実績（令和４年９月～令和６年３月）

（趣旨）
健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、主として介護の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行う。

（主な検討事項）
（１）利用者自身や介護事業者等が閲覧・共有することが適切かつ必要な情報の選定、記録方法の標準化について
（２）利用者自身や介護事業者等が介護情報を閲覧・共有するための仕組みについて
（３）その他（関連する事項）

国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長赤羽 学
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長荒井 秀典○
公益社団法人 日本医師会 常任理事江澤 和彦
全国市長会 豊中市長長内 繁樹
公益社団法人 日本介護福祉士会 常任理事柏本 英子
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
老施協総研運営委員会 委員長

加藤 馨

一般社団法人 シルバーサービス振興会 常任理事久留 善武
公益社団法人 国民健康保険中央会 審議役小出 顕生
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
老年学・社会科学研究センター センター長

島田 裕之

公益社団法人 全国老人保健施設協会 副会長髙橋 肇
筑波大学 医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 教授田宮 菜奈子
公益社団法人 日本栄養士会 常任理事西村 一弘
一般社団法人 全国デイ・ケア協会 理事
公益社団法人 日本歯科医師会 常務理事
一般社団法人 日本介護支援専門員協会 常任理事
全国知事会 福岡県知事
公益財団法人 全国老人クラブ連合会 理事・事務局長
産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授
公益社団法人 日本看護協会 副会長
一般財団法人 医療情報システム開発センター 理事長

野尻 晋一
野村 圭介
能本 守康
服部 誠太郞
正立 斉
松田 晋哉
山本 則子
山本 隆一

【オブザーバー】
健康保険組合連合会、社会保険診療報酬支払基金
一般社団法人 保険医療福祉情報システム工業会、全国健康保険協会 2



医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕
2026年度～

（令和8年度～）
2025年度

（令和7年度）
2024年度

（令和6年度）
2023年度

（令和5年度）

マイナンバーカードと健康
保険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・自治体が実施する介護、
予防接種、母子保健等の事
業の手続に必要な情報の連
携

診療報酬改定DX
〔医療機関等システムのモ
ダンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

医療機関・ベンダの負担軽減

医療機関・ベンダの更なる負担軽減
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救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大

第２回医療ＤＸ推進本部
（令和５年６月２日）資料３
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介護情報基盤の活用イメージ

令和６年３月「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた調査研究業務等一式調査結果報告書」抜粋
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社会保障審議会
介護保険部会（第113回）

令和６年７月８日



介護情報利活用ワーキンググループの中間とりまとめの概要

１．介護情報基盤による介護情報の共有の範囲のまとめ

２．同意、個人情報保護の観点から必要な対応について

３．情報セキュリティの担保の観点から必要な対応について

４．情報共有に係る技術的課題について

５．今後の二次利用を見据えた情報共有のあり方について

６．今後の検討課題について

令和６年３月29日に公表した中間とりまとめの内容は以下のとおり。
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★：作成主体、○：これまで主に共有し、今後も介護情報基盤で情報共有される主体、◎：今後、利用者の同意を前提に介護情報基盤で情報共有される主体

※１ 介護事業所等に所属し、利用者のケアプランを作成する介護支援専門員を含む。 ※２ すでに必要な関係者には電子的に共有されているため介護情報基盤には格納しないが、

活用方法については引き続き検討。 ※３ 「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現に向けた調査研究（令和５年度）」におけるヒアリングを踏まえ、介

護情報利活用ワーキンググループの中間とりまとめの概要に追加したもの。

注１）点線で区切られたマスは、左側が当該情報を作成した事業所等、右側がそれ以外の事業所等を示す。

注２）地域包括支援センターへの共有のあり方については、市町村から委託を受けていることを踏まえ、その共有の範囲や活用方法について引き続き検討。

介護情報基盤による情報共有の範囲（介護分野）
介護情報基盤で情報共有する関係者

様式等情報の種類 居宅介護支援事業所等(※１)介護事業所市区町村利用者

作成者作成者

◎★①認定調査票

要介護認定情報
◎○②主治医意見書

○○★○③介護保険被保険者証（要介護度等を含む）

○★④要介護認定申請書

★○
（※２）

○
（※２）

①給付管理票
②居宅介護支援介護給付費明細書

請求・給付情報

★○
（※２）

○
（※２）

③介護給付費請求書
④介護予防・日常生活支援総合事業費請求書
⑤居宅サービス・地域密着型サービス給付費明細書
⑥介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
⑦介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
⑧施設サービス等介護給付費明細書

◎◎★◎◎①LIFE情報（利用者フィードバック票）ＬＩＦE情報

★○◎○

(１)居宅サービス
①第１表 居宅サービス計画書(１)
②第２表 居宅サービス計画書(２)
③第３表 週間サービス計画表
④第６表 サービス利用票
⑤第７表 サービス利用票別表

(２)施設サービス
⑥第１表 施設サービス計画書(１)
⑦第２表 施設サービス計画書(２)
⑧第３表 週間サービス利用表

ケアプラン

◎★◎①介護保険住宅改修費利用情報
②介護保険福祉用具購入費利用情報

住宅改修費利用等
の情報（※３）
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令和６年３月29日 介護情報利活用ワーキンググループ「中間とりまとめの概
要」を「介護情報の電子的な共有の仕組み及び介護被保険者証の電子化の実現

に向けた調査研究（令和５年度）」におけるヒアリングに基づき一部改変



２．同意、個人情報保護の観点から必要な対応について
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• 利用者自身の介護情報を共有することへの利用者の同意（注１）については、

各介護事業所が利用者の資格確認を行う契約時に行う（注２）

当該の者に係る介護情報について一括して同意を取得する

原則として、当該介護事業所等を利用している期間は有効なものとする

こととする。

• 同意の撤回、個別の情報の不同意等についても、他分野の状況も踏まえて検討するべきである。

• 同意に係る利用者への説明は、わかりやすい説明資料や統一された同意様式を用いて、各介護事業所等に

おいて実施することとする。

• 説明にあたっては、通常業務で用いることのほか、介護情報の電子的な共有の目的・効果や留意事項等に

ついても伝えることとする。

（１）同意の取得の機会等について

• 本人からの同意の取得が困難な場合については、他分野での対応を踏まえつつ、同意の法的な位置づけ等

について論点を整理した上で、引き続き検討するべきである。

• 本人以外が情報共有の同意をすることが生じた場合についても、なりすまし対策等の観点から、マイナン

バーカードを用いる等の方法も含め、対応することとする。

（２）同意の取得が困難な場合について

注１） 本項における「同意」は、「個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）」における同意のこと

注２） 利用者に対して説明を行うべきタイミングについては関係する民事法との整合性に留意すべき



３．情報セキュリティの担保の観点から必要な対応について
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• 介護サービス利用者の要配慮個人情報を含む情報であることから、「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を踏まえて介護事業所におけるシステムの運用の実態等を考慮し、取り扱うこととす

る。

（１）基本的な考え方

• 介護情報基盤を活用する介護事業所において、情報セキュリティの担保ができる手引きの作成等を検討す

るべきである。

• 介護事業所における導入負担を考慮し、介護事業所と介護情報基盤間の情報連携は、インターネット回線

を用いて行う方式についても検討するべきである。

• インターネット回線を用いる場合、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえて、

医療情報の共有に係るネットワークの検討と整合を取りながらクラウド技術に適用できるネットワークの

方式について今後検討するべきである。

（２）対応方針
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４．情報共有に係る技術的事項について

• 自治体・医療機関間で医療費助成・母子保健・予防接種の情報を連携するシステムであるPublic Medical 

Hub (PMH)が、デジタル庁で検討されている。

• 介護情報基盤の構築にあたっては、PMHを活用し、自治体、医療機関と連携することとする。

（１）PMHの活用について

• 医療情報の共有における検討も踏まえ、介護情報基盤に保存される 介護情報の保存期間は当面５年間を

目安とし、利活用の状況に応じて適切な保存期間を検討するべきである。

（２）介護情報基盤に保存されるデータの保存期間について
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５．今後の二次利用を見据えた情報共有のあり方について

• 介護情報基盤を通じ、新たに収集されるケアプラン情報、主治医意見書、医療機関・介護事業所間で連携

する介護情報については、その他の二次利用される情報と同様に、データの処理や管理の方法について、

「医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ」において整合性を確保することとする。

今後の二次利用を見据えた情報共有のあり方について



６．今後の検討課題について
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• 介護情報基盤により共有される情報に関し、利用者をはじめとする各主体がより目的・効果

を感じられる情報の活用方法、具体的な介護情報基盤の利用方法について、幅広い関係者に

理解を得られるようにするべきである。

• 本人からの同意の取得が困難な場合における対応について、他分野での対応を踏まえつつ、

同意の法的な位置づけ等について論点を整理するべきである。

• 医療・介護間で連携する情報の内容について、医療機関、介護事業所及び市町村等のニーズ

の観点や、情報連携に必要な技術的な課題について整理を行うべきである。

• 介護情報基盤で用いるネットワークの方式について、介護事業所における導入負担を考慮し、

またクラウド技術に適用できるようなネットワークの方式について、医療情報の共有に係る

ネットワークの検討を踏まえるべきである。

• 介護事業所において情報セキュリティを担保する方策について、介護情報基盤を活用する介

護事業所において、情報セキュリティの担保ができるような手引きの作成等を検討するべき

である。

とりまとめを踏まえて介護情報基盤のシステム開発等に取り組む。また、以下の事項は今後の検討課題とする。

今後の検討課題


